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病院や診療所に病床を設置または増床する際には、あらかじめ市と事前協議を行い、病床

の配分を受けることが必要です。（病床整備事前協議） 

横浜市では、市内で優先的に整備する必要性がある病床機能等をあらかじめ公表したうえ

で、病床整備事前協議を実施しています。 

平成２７年度は、６施設・２１３床の申出があり、１２３床の病床を配分することを決定

しました。 
 
＜配分結果＞ 

※ 新生児集中治療室（NICU）・新生児治療回復室(GCU)及び小児集中治療室(PICU)に関する申出

はありませんでした。 
 
【参考】 
<平成２７年度に募集した地域及び病床数> 
 

※ 横浜西部保健医療圏及び横浜南部保健医療圏については、既
存病床数が基準病床数を上回るため、募集を行っていません。 

 
 
 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

病 床 機 能 配分病床数 参  考 

療 養 病 床 ６２床 長期にわたる療養のための病床 

療養病床（回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ機能） ５０床 集中的なリハビリテーションのための病床 

緩 和 ケ ア ８床 悪性腫瘍等による苦痛の緩和のための病床 

その他 ３床 一般病床 

合  計 １２３床  

 

横浜市内の二次保健医療圏 

 

地 域 

（二次保健医療圏） 
病床数 

横 浜 北 部 二 次 保 健 医 療 圏 

鶴見区・神奈川区・港北区 

緑 区・青 葉 区・都筑区 

１３３床 
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＜＜優先的に配分を行うこととした病床＞＞ 

１ 療養病床 

２ 緩和ケア 

３ 新生児集中治療室（NICU） 

 新生児治療回復室（GCU） 

４ 小児集中治療室（PICU） 

 

平成２７年度病床整備事前協議の結果について 
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<配分内容の詳細> 
 

○ 横浜北部二次保健医療圏 

（鶴見区・神奈川区・港北区・緑 区・青葉区・都筑区） 

・ 対象となる病床：医療法第７条第２項の規定に定める「療養病床」及び「一般病床」 

・ 募集した病床数：１３３床 

・ 配分した病床数：１２３床 

※ １０床（募集した病床数と配分した病床数の差）については、次回の病床整備の際の算定基礎に組

み入れます。 

・ 申出期間：平成２７年１０月９日から平成２７年１１月３０日まで 

・ 申出のあった施設数：６施設 ２１３床 

 

施設の名称 

（開設予定者） 
所在地 

配 分 

病床数 

配 分 内 容 

備考 療 養 病 床 一 般 病 床 

療 養 回リハ 緩和ケア 一 般 

古川病院 

（医療法人財団俊陽会） 
神奈川区 ２床 ２床    増床 

青葉桂台フェニックス 

ホスピタル（仮称） 

（医療法人社団成仁会） 

青 葉 区 １１０床 ６０床 ５０床   
新規 
開設 

社会福祉法人恩賜財団 

済生会神奈川県病院 

（社会福祉法人恩賜財団 

済生会支部神奈川県済生会） 

神奈川区 ８床   ８床  増床 

医療法人 RESM 

RESM(ﾘｽﾞﾑ)新横浜睡眠呼吸 

メディカルケアクリニック 

（医療法人 RESM） 

港 北 区 ３床    ３床 
病床 
設置 

病 床 数 １２３床 ６２床 ５０床 ８床 ３床  

 
※回リハ：回復期リハビリテーション病床 

 
 
 
 
 

お問合せ先 

医療局医療政策課長 倉本 裕義  Tel 045-671-2438 

 


